
○ 鈴鹿工業高等専門学校専攻科授業科目の履修及び単位修得に関する規則 

 
平成 16 年４月１日

規 則 第 20 号 

最終改正 令和7年4月9日 
 

鈴鹿工業高等専門学校専攻科授業科目の履修及び単位修得に関する規則 

（趣旨） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校（以下「本校」という。）専

攻科（以下「専攻科」という。）における授業科目の履修及び単位修得に関する事項は、こ

の規則の定めるところによる。 

２ 前項にかかわらず、本校学則（平成 16 年学則第１号。以下「学則」という。）第４条第３

項第４号に規定する先端融合テクノロジー連携教育プログラムコースについては、別に定め

る。 

（授業科目） 

第２条 授業科目は、講義、外国語（語学に限る。以下同じ。）、輪講、実験及び特別研究に分

類する。ただし、副コースの授業科目は講義のみとする。 

（1 単位当たりの履修時間） 

第３条 1 単位当たりの履修時間は、次表のとおりとする。 

講    義 15 時 間 

外  国  語 30 時 間 

輪    講 30 時 間 

実    験 45 時 間 

特 別  研 究 45 時 間 

（履修届） 

第４条 学生は、学期毎に履修届を学生課教務係へ提出するものとする。なお、学生は学則第 

４条第４項に規定する主たるコース（以下「主コース」という。）以外のコース（以下「副コ

ース」という。）を選択する場合は、専攻科１年次前期提出の履修届に、選択した副コースを

記入しなければならない。 

（試験） 

第５条 試験は、定期試験及び追試験とする。 

２ 試験は、特別の事情がない限り、その授業の終了する学期末に実施する。 

３ 定期試験の科目、日時その他の必要な事項は、試験開始日の 2 週間前(追試験にあっては、 

1 週間前)までに公示する。 

なお、学期中間の講義中に中間試験を原則として行う。 

４ 試験を受けることができる者は、当該学期における当該授業科目を履修した者とする。 

５ 欠席時数が講義時間数の５分の１を超える者については、定期試験を受験した場合であっ 

ても、その科目の単位を認めない。ただし、授業科目の欠席時数が３分の１以内で、その欠 



席時数が主として長期の疾病に起因する場合に限り考慮することがある。 

（追試験） 

第６条 追試験は、次の各号の一に該当することにより、定期試験が受けられなかったときに

限って受けることができる。 

(1) 病気 

(2) 事故 

(3) 2 つ以上の科目の試験時間が重複する場合 

(4) その他やむを得ない事情と認められる場合 

（再試験） 

第 7 条 定期試験及び中間試験の評価で 60 点に達していない授業科目については，再試験を行う

ことができる。 

２ 再試験における試験科目の点数については，60 点を上限とする。  

３ 不正行為については鈴鹿工業高等専門学校学業成績評価基準（以下「学業成績評価基準」） 

における規定を準用する。 

（不正行為の取扱い） 

第８条 不正行為については学業成績評価基準における規定を準用する。 

 

（成績の評価） 

第９条 授業科目の成績評定記号は、「秀」、「優」、「良」、「可」又は「不可」とす

る。 ２ 評定は、試験結果を１００点法によって行い、次の点数基準により表

す。 

秀 100点 － 90点 

優 89点 － 80点 

 良 79点 － 70点 

可  69点   －  60点 

不可 59 点以下      

（単位の認定） 

第１０条 前条の「秀」、「優」、「良」又は「可」の評定記号を得たものを単位修得として認定す

る。 

（単位の再認定） 

第１１条 前条の単位が認定されなかった授業科目については、第 5 条第 4 項の規定にかかわら

ず、次年度に限り当該授業科目を履修することなく試験を受け、単位の再認定を求めること

ができる。 

２ 前項により単位の再認定を求める者は、授業科目担当教員の許可を受けた上で、別記様式第

２に定める再認定希望届を学生課教務係へ提出しなければならない。 

（大学等における授業科目の履修等） 

第１２条 学則第 52 条の規定により、大学等における学修等を本校における授業科目の履修とみ

なし、単位の認定を受けようとする者は、他大学等の授業を履修する前に別記様式第３に定

める大学等における学修申請書を学生課教務係に提出し、履修後は別記様式第４に定める大

学等における学修単位認定申請書を同係に提出しなければならない。 



２ 前項の規定により認定を受けた単位のうち、修了認定に係る単位数は、別に定める。 

（副コースにおける授業科目の履修） 

第１３条 副コースにおける授業科目の履修は、選択した副コースに対応する専門展開科目の選

択に限る。 

２ 前項により授業科目を履修する学生が、副コースにおける履修を主コースにおける履修とし

ようとするときは、当該授業科目が主コースに対応する場合に限り、履修届提出時に変更す

ることができる。 

 

附 則 

この規則は、平成 25 年 12 月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 29 年度専攻科入学生から適用し、平成 28 年度以前専攻科入学生

については、なお従前による。 

附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、令和２年度専攻科入学生から適用し、平成 31 年度以前専攻科入学生

については、なお従前による。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、令和７年４月９日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

２  改正後の規則は、令和７年度専攻科入学生から適用し、令和６年度以前専攻科入学

生については、なお従前による。 

 


